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(54)【発明の名称】 可撓性電子内視鏡装置

(57)【要約】
【課題】体内に挿入された挿入部可撓管の先端の位置を
放射線被爆なしに検出してそれを記憶、保存し、後日に
なって同じ人が再び内視鏡検査を受ける際に、体内の同
じ位置の状態が前回と比較してどのように変化している
かを容易に確認して高レベルの診断を行うことができる
可撓性電子内視鏡装置を提供すること。
【解決手段】曲げられた角度の大きさに対応して光の伝
達量が変化する曲がり検出部２２が形成された複数のフ
レキシブルな曲がり検出用光ファイバー２１の各曲がり
検出部２２を挿入部可撓管１に分散配置して、複数の曲
がり検出部２２から得られる検出値に基づいて挿入部可
撓管１の先端４の位置を検出し、観察窓１１を通して得
られる現在の内視鏡観察像Ａと共に、その時の挿入部可
撓管１の先端位置に最も近い位置において得られた過去
の一つ又は複数の内視鏡観察像Ｂ，Ｃ，Ｄを表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】フレキシブルな挿入部可撓管の先端に配置
された観察窓を通して得られる内視鏡観察像が、固体撮
像素子により撮像されて映像信号化された後、モニター
画面に再生表示される可撓性電子内視鏡装置において、
曲げられた角度の大きさに対応して光の伝達量が変化す
る曲がり検出部が形成された複数のフレキシブルな曲が
り検出用光ファイバーの上記各曲がり検出部を上記挿入
部可撓管に分散配置して、上記複数の曲がり検出部から
得られる検出値に基づいて上記挿入部可撓管の先端の位
置を検出する先端位置検出手段を設けると共に、
上記内視鏡観察像の映像信号と、その映像信号が得られ
た時の上記挿入部可撓管の先端の位置情報とを組み合わ
せて記憶、保存する組み合わせ記憶保存手段を設け、
上記観察窓を通して得られる現在の内視鏡観察像と共
に、その時の挿入部可撓管の先端位置に最も近い位置に
おいて得られた過去の一つ又は複数の内視鏡観察像を、
上記組み合わせ記憶保存手段から読み出して、上記モニ
ター画面又はそれと別のモニター画面に表示するように
したことを特徴とする可撓性電子内視鏡装置。
【請求項２】上記挿入部可撓管が通過する挿入部案内部
材が設けられると共に、上記挿入部案内部材に対する上
記挿入部可撓管の通過長さを検出するための挿入長検出
手段が設けられていて、そこで検出された上記挿入部可
撓管の通過長が、上記先端位置検出手段における上記挿
入部可撓管の先端の位置検出に用いられる請求項１記載
の可撓性電子内視鏡装置。
【請求項３】上記組み合わせ記憶保存手段から読み出さ
れて表示される過去の内視鏡観察像が、上記観察窓を通
して得られる現在の内視鏡観察像の挿入部可撓管の先端
位置の移動に連動して変化する請求項１又は２記載の可
撓性電子内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、胃腸内等を観察
するための可撓性電子内視鏡装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】可撓性電子内視鏡装置は一般に、フレキ
シブルな挿入部可撓管の先端に配置された観察窓を通し
て得られる内視鏡観察像が、固体撮像素子により撮像さ
れて映像信号化された後、モニター画面に再生表示され
るようになっているが、その内視鏡観察像が体内のどの
位置のものであるかは内視鏡観察像から推測するのが普
通であり、そのために誤診が発生する可能性がある。
【０００３】そこで、Ｘ線透視を行えば挿入部可撓管の
先端位置を透視することができるが、Ｘ線照射は厚い鉛
壁等で囲まれた特別の室内で行う必要があるだけでな
く、連続的なＸ線透視は放射線被爆の問題があり、人体
に非常に悪い影響を与える恐れがある。
【０００４】そこで、内視鏡の挿入部の先端に磁界発生
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部材を取り付け、その磁界発生部材の位置を人体外に配
置された磁気センサーにより検出して、体内にある挿入
部の先端の位置をモニター画面に表示するようにしたも
のがある（特許第２９５９７２３号）。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のように
挿入部の先端に取り付けられた磁界発生部材の位置を検
出する装置では、外来ノイズの影響を受け易く、良好な
状態で位置検出を継続できない場合が少なくない。ま
た、記録された内視鏡観察像を後で検討する際に、その
観察対象位置の特定が困難な場合がある点では従前のも
のと変わりがない。
【０００６】そこで本発明は、体内に挿入された挿入部
可撓管の先端の位置を放射線被爆なしに検出してそれを
記憶、保存し、後日になって同じ人が再び内視鏡検査を
受ける際に、体内の同じ位置の状態が前回と比較してど
のように変化しているかを容易に確認して高レベルの診
断を行うことができる可撓性電子内視鏡装置を提供する
ことを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の可撓性電子内視鏡装置は、フレキシブルな
挿入部可撓管の先端に配置された観察窓を通して得られ
る内視鏡観察像が、固体撮像素子により撮像されて映像
信号化された後、モニター画面に再生表示される可撓性
電子内視鏡装置において、曲げられた角度の大きさに対
応して光の伝達量が変化する曲がり検出部が形成された
複数のフレキシブルな曲がり検出用光ファイバーの各曲
がり検出部を挿入部可撓管に分散配置して、複数の曲が
り検出部から得られる検出値に基づいて挿入部可撓管の
先端の位置を検出する先端位置検出手段を設けると共
に、内視鏡観察像の映像信号と、その映像信号が得られ
た時の挿入部可撓管の先端の位置情報とを組み合わせて
記憶、保存する組み合わせ記憶保存手段を設け、観察窓
を通して得られる現在の内視鏡観察像と共に、その時の
挿入部可撓管の先端位置に最も近い位置において得られ
た過去の一つ又は複数の内視鏡観察像を、組み合わせ記
憶保存手段から読み出して、モニター画面又はそれと別
のモニター画面に表示するようにしたものである。
【０００８】なお、挿入部可撓管が通過する挿入部案内
部材が設けられると共に、挿入部案内部材に対する挿入
部可撓管の通過長さを検出するための挿入長検出手段が
設けられていて、そこで検出された挿入部可撓管の通過
長が、先端位置検出手段における挿入部可撓管の先端の
位置検出に用いられるようにしてもよい。
【０００９】また、組み合わせ記憶保存手段から読み出
されて表示される過去の内視鏡観察像が、観察窓を通し
て得られる現在の内視鏡観察像の挿入部可撓管の先端位
置の移動に連動して変化するようにしてもよい。
【００１０】
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【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図８は可撓性電子内視鏡装置の全体構成を示
しており、操作部２の下端に挿入部可撓管１の基端が連
結され、挿入部可撓管１の先端付近の部分は、操作部２
に配置された操作ノブ３を回転操作することによって任
意の方向に屈曲する湾曲部１ａになっている。
【００１１】挿入部可撓管１の先端には、観察窓等が配
置された先端部本体４が連結されており、先端部本体４
に内蔵された固体撮像素子で撮像された内視鏡観察像の
映像信号が、操作部２から延出する映像信号線６により
外部のビデオプロセッサ７０に送られ、観察窓を通して
得られた内視鏡観察像が観察画像用モニター８０にリア
ルタイムで表示される。
【００１２】５０は、内視鏡検査を受ける人の体内への
入口部分（例えば口又は肛門）に取り付けられて、挿入
部可撓管１が通される挿入部案内部材であり、挿入部可
撓管１の挿入長（即ち、先端部本体４までの挿入部案内
部材５０からの挿入長）Ｌを検出するためのエンコーダ
６０が併設されている。
【００１３】図９は、そのような挿入部案内部材５０の
一例を示しており、圧縮コイルスプリング５２によって
付勢された複数の回転自在な球状部材５１が、挿入部可
撓管１を周囲から挟み付ける状態に配置されている。
【００１４】したがって、各球状部材５１は挿入部可撓
管１の挿入長Ｌに比例して回転し、球状部材５１のうち
の一つに、挿入部可撓管１の挿入長Ｌに比例する数のパ
ルスを出力するエンコーダ６０が連結されている。
【００１５】ただし、挿入部案内部材５０における挿入
部可撓管１の挿入長Ｌの検出は、例えば特開昭５６－９
７４２９号や特開昭６０－２１７３２６号等に記載され
ているように、挿入部可撓管１の表面からの光反射等を
利用してもよく、その他の手段によっても差し支えな
い。
【００１６】図８に戻って、挿入部可撓管１には、操作
部２の前面の延長方向（即ち、観察画面における上方
向）の位置に、後述する複数の曲がり検出用光ファイバ
ーが配置されたフレキシブルな合成樹脂製の帯状部材２
０が取り付けられていて、その基端部が光信号入出力装
置３０に接続されている。
【００１７】また、光信号入出力装置３０の信号出力線
とエンコーダ６０からの出力線がコンピュータ４０に接
続され、そのコンピュータ４０には、ブラウン管又は液
晶等を用いて画像表示を行うサブモニター４９が接続さ
れている。
【００１８】図１０は、挿入部可撓管１の先端付近を示
しており、先端部本体４の先端面に観察窓１１、照明窓
１２、処置具突出口１３等が配置され、照明窓１２から
放射された照明光により照明された被写体が、観察窓１
１内に配置された対物光学系（図示せず）により固体撮
像素子の撮像面に結像する。
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【００１９】曲がり検出用光ファイバー２１が取り付け
られた帯状部材２０は、挿入部可撓管１の「上方向」の
外表面に密着して挿入部可撓管１の軸線と平行方向に配
置されていて、例えばその外側から挿入部可撓管１と共
に熱収縮チューブによって包み込まれて押圧固定されて
いる。
【００２０】ただし、挿入部可撓管１に対する帯状部材
２０の固定は、接着その他どのような手段を用いてもよ
く、帯状部材２０を挿入部可撓管１内に配置しても差し
支えない。また、帯状部材２０を省略して曲がり検出用
光ファイバー２１を直接挿入部可撓管１に取り付けても
よい。
【００２１】複数の曲がり検出用光ファイバー２１は順
に位置を変えて滑らかなＵ字状に後方に曲げ戻されてい
る。そして、各曲がり検出用光ファイバー２１の曲げ戻
し部の近傍に曲がり検出部２２が形成されている。
【００２２】曲がり検出部２２は、挿入部可撓管１の軸
線方向に例えば数センチメートル程度の間隔をあけて、
挿入部可撓管１の全長にわたって例えば５～３０個程度
配置されている。
【００２３】曲がり検出部２２は、プラスチック製のコ
アにクラッドが被覆された曲がり検出用光ファイバー２
１の途中の部分に、光吸収部分が所定の方向（例えば上
方向又は下方向）にだけ形成されたものであり、曲がり
検出部２２が曲げられた程度に対応して光の伝達量が変
化するので、それを検出することによって曲がり検出部
２２が配置された部分の曲がり角度を検出することがで
きる。
【００２４】その原理については米国特許第５６３３４
９４号等に記載されている通りであるが、以下に簡単に
説明をする。図１１において、２１ａと２１ｂは、一本
の曲がり検出用光ファイバー２１のコアとクラッドであ
り、曲がり検出部２２には、コア２１ａ内を通過してき
た光をコア２１ａ内に全反射せずに吸収してしまう光吸
収部２２ａが、クラッド２１ｂの特定方向（ここでは
「下方向」）の部分に形成されている。
【００２５】すると、図１２に示されるように、曲がり
検出用光ファイバー２１が上方向に曲げられると、コア
２１ａ内を通る光のうち光吸収部２２ａにあたる光の量
（面積）が増えるので、曲がり検出用光ファイバー２１
の光伝達量が減少する。
【００２６】逆に、図１３に示されるように、曲がり検
出用光ファイバー２１が下方向に曲げられると、コア２
１ａ内を通る光のうち光吸収部２２ａにあたる光の量
（面積）が減少するので、曲がり検出用光ファイバー２
１の光伝達量が増加する。
【００２７】このような、光吸収部２２ａにおける曲が
り検出用光ファイバー２１の曲がり量と光伝達量とは一
定の関係（例えば一次関数的関係）になるので、曲がり
検出用光ファイバー２１の光伝達量を検出することによ
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り、光吸収部２２ａが形成されている曲がり検出部２２
部分の曲がり角度を検出することができる。
【００２８】したがって、挿入部可撓管１の軸線方向に
間隔をあけて複数の曲がり検出部２２が配列されている
場合には、各曲がり検出部２２間の間隔と検出された各
曲がり検出部２２の曲がり角度から、挿入部可撓管１全
体の上下方向の屈曲状態を検出することができる。
【００２９】そして、図１４に略示されるように、上述
のような曲がり検出部２２と並列にさらに第２の曲がり
検出部２２′を配置して、横に並んだ二つの曲がり検出
部２２，２２′の光伝達量を比較すれば、左右方向に捩
れがない場合には双方の光伝達量に差がなく、左右方向
の捩じれ量に応じて双方の光伝達量の差が大きくなる。
【００３０】したがって、各曲がり検出部２２，２２′
の光伝達量を計測してその計測値を比較することによ
り、曲がり検出部２２，２２′が配置された部分の左右
方向の捩れ量を検出することができる。この原理は、米
国特許第６１２７６７２号等に記載されている通りであ
る。
【００３１】したがって、複数の曲がり検出部２２を挿
入部可撓管１の軸線方向に所定の間隔で配置すると共
に、それと並列に第２の複数の曲がり検出部２２′を配
置して、各曲がり検出部２２，２２′における光伝達量
を検出、比較することにより挿入部可撓管１全体の三次
元の屈曲状態を検出することができる。
【００３２】そこで本実施例の可撓性電子内視鏡装置に
おいては、図１５に示されるように、帯状部材２０の長
手方向に一定の間隔で曲がり検出部２２が位置するよう
に、複数の曲がり検出用光ファイバー２１を帯状部材２
０の表面側に取り付けると共に、表側の各曲がり検出部
２２の横に第２の曲がり検出部２２′が並ぶように、帯
状部材２０の裏面側に第２の複数の曲がり検出用光ファ
イバー２１′が取り付けられている。
【００３３】また、光吸収部２２ａが形成されていない
シンプルなリファレンス用光ファイバー２１Ｒを少なく
とも一本配置して、各曲がり検出用光ファイバー２１の
光伝達量をリファレンス用光ファイバー２１Ｒの光伝達
量と比較することにより、曲がり検出用光ファイバー２
１の光伝達量に対する温度や経時劣化等の影響を除くこ
とができる。
【００３４】図１６は、光信号入出力装置３０を示して
おり、一つの発光ダイオード３１からの射出光が全部の
光ファイバー２１，２１′，２１Ｒに入射される。３２
は、発光ダイオード３１の駆動回路である。
【００３５】そして、各光ファイバー２１，２１′，２
１Ｒの射出端毎に、光の強度レベルを電圧レベルに変換
して出力するフォトダイオード３３が配置されていて、
各フォトダイオード３３からの出力が、アンプ３４で増
幅されてからアナログ／デジタル変換器３５によりデジ
タル信号化されてコンピュータ４０に送られる。
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【００３６】このように構成された可撓性電子内視鏡装
置の挿入部可撓管１が体内に挿入される際には、図１７
に示されるように、挿入部案内部材５０が体内への入口
部分（例えば口又は肛門）に取り付けられて、挿入部可
撓管１はその挿入部案内部材５０内を通される。
【００３７】その結果、コンピュータ４０には光信号入
出力装置３０とエンコーダ６０から挿入部可撓管１の屈
曲状態検出信号と挿入長Ｌの検出信号が入力し、挿入部
案内部材５０の画像５０′と、挿入部可撓管１の屈曲状
態を示す画像１′がサブモニター４９に表示される。
【００３８】このとき、挿入部案内部材５０の画像５
０′の表示位置をサブモニター４９上において固定し、
それより前方に挿入された部分の挿入部可撓管１の屈曲
状態を示す画像１′を、挿入部可撓管１の変化に合わせ
てリアルタイムで変化させることにより、体内における
挿入部可撓管１の状態を容易に把握することができる。
【００３９】図１８は、そのような画像をサブモニター
４９に表示させるためのコンピュータ４０のソフトウェ
アの内容の概略を示すフロー図であり、図中のＳはステ
ップを示す。
【００４０】サブモニター４９に正確な屈曲状態を表示
させるためには、まず挿入部可撓管１を体内に挿入する
前に、実際に用いられる内視鏡の挿入部可撓管１の屈曲
角度と曲がり検出用光ファイバー２１から得られる検出
信号とを対比させるキャリブレーションを行っておくこ
とが好ましい（Ｓ１）。
【００４１】そして、挿入部可撓管１を体内に挿入した
ら、エンコーダ６０から挿入部可撓管１の挿入長Ｌの検
出信号を入力して（Ｓ２）、挿入部案内部材５０が挿入
部可撓管１のどの位置にあるかを算出する（Ｓ３）。
【００４２】次いで、各曲がり検出用光ファイバー２１
からの検出信号Ｖ

1 
…を入力して（Ｓ４）、その検出信

号Ｖ
1 
…をキャリブレーションデータに基づいて曲がり

角度に変換し（Ｓ５）、各曲がり検出部２２部分の曲が
り角度から、三次元座標上における各曲がり検出部２２
の位置を算出する（Ｓ６）。
【００４３】そして、サブモニター４９において挿入部
案内部材５０の像５０′の位置を動かさないようにし
て、各曲がり検出部２２の位置を滑らかに結んで表示す
ることにより挿入部可撓管１の屈曲状態が表示され（Ｓ
７）、Ｓ２へ戻ってＳ２～Ｓ７を繰り返す。
【００４４】このような表示を行う際、サブモニター４
９における表示は二次元画像であるが、各曲がり検出部
２２の位置についての三次元データが得られているの
で、「上方向」だけでなく任意の回転方向における挿入
部可撓管１の屈曲状態を表示させることができる。
【００４５】なお、挿入部案内部材５０の球状部材５１
から挿入部可撓管１の軸線周りの回転方向を検出して、
挿入部可撓管１の軸線周りの回転量に対応してサブモニ
ター４９の表示像を回転させれば、サブモニター４９に
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7
患者の身体の向きが固定されたかのごとく画像表示させ
ることができる。
【００４６】また、上述の挿入部可撓管１の屈曲状態を
表示するための処置の中において、挿入部可撓管１の先
端の位置（即ち、先端部本体４の位置）を算出すること
ができる。そのような先端部本体４の位置の算出は、例
えば次のようにして行われる。
【００４７】一枚の帯状部材２０の表面と裏面に配置さ
れた曲がり検出部２２，２２′は、曲がる方向によって
出力電圧の変化が相反するように曲がり検出部２２，２
２′の位置が設定されている。曲げのない状態をゼロ電
圧として規格化すると出力電圧の正負符号で曲がった方
向を判別することができる。 *
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*【００４８】ｎ番目のセンサ対（即ち、曲がり検出部２
２，２２′）の曲げ角度、捩れ角度、出力電圧の関係
は、
右にねじったときの比例定数を    ａ

n

左にねじったときの比例定数を    ｂ
n

上に曲げたときの比例定数を      ｃ
n

下に曲げたときの比例定数を      ｄ
n

センサ対の出力電圧を  Ｖ1
n 
，Ｖ2

n

図１９に定義したねじれ角度を      Ｔ
図２０に定義した曲げ角度を        Ｂ
とすると、以下の式が成り立つ。
【００４９】

  （ａ
n 
or  ｂ

n 
）×Ｔ＋（ｃ

n 
or  ｄ

n 
）×Ｂ＝Ｖ1

n 
         

 --（１）
  （ａ

n 
or  ｂ

n 
）×Ｔ＋（ｃ

n 
or  ｄ

n 
）×Ｂ＝Ｖ2

n 
         

 --（２）
式（１）（２）においてａ

n 
とｂ

n 
、ｃ

n 
とｄ

n 
のどち

らの値を使うかは電圧Ｖ1
n 
，Ｖ2

n 
の符号および電圧値

の変化により一意に決まる。
【００５０】図１９における（Ｘ

0 
，Ｙ

0 
，Ｚ

0 
）は元

の座標系であり、（Ｘ
1 
，Ｙ

1 
，Ｚ

1 
）はＴ回転後の回

転座標系である。また、図２０における（Ｘ
2 
，Ｙ

2 
，

Ｚ
2
）はＢ回転後の回転座標系である。

【００５１】そして、図１９及び図２０において、（Ｘ

0 
，Ｙ

0 
，Ｚ

0 
）座標をＹ軸を中心にＴ回転した後、Ｘ

軸を中心にＢ回転した後の回転座標系（Ｘ
2 
，Ｙ

2 
，Ｚ

2 
）は、次の関係式で表すことができる。
【００５２】
【数１】

【００５３】また、図２１において、二点間のセンサ距
離は角度Ｂを用いて算出することができる。二点間の帯
状部材２０は円弧Ｌを描いていると見ることができるの

で、角度ＢはセンサＳ
n 
とＳ

n+1
の接線がなす角度に他

ならない。
【００５４】二点間の空間直線距離Ｄは

        Ｄ＝３６０×Ｌ×sin （Ｂ／２）／（π×Ｂ）            --（
４）であるから、各センサ対におけるねじりと曲がりの値を

内視鏡挿入部基準位置から先端部にかけて積算し、セン
サ間隔を（４）式を用いて算出し、（３）式の座標変換
を連続することによって基準座標系に対する先端部本体
４の位置座標を算出することができる。
【００５５】本実施例においては、そのようにして得ら
れる先端部本体４の位置座標を、内視鏡観察像と共に観
察画像用モニター８０に表示すると共に、内視鏡観察像
の映像信号と、その映像信号が得られた時の先端部本体
４の位置情報とを組み合わせて記憶するようにしてい
る。以下に、そのための構成を図４に基づいて説明す
る。
【００５６】ビデオプロセッサ７０には、先端部本体４
に配置された固体撮像素子１５で撮像された内視鏡観察
像の撮像信号を処理して映像信号を生成するＣＣＤプロ
セス回路７１等が配置されている。
【００５７】ビデオプロセッサ７０には、照明用ライト
ガイド１６に照明光を供給するための光源装置等も併設
されているが、その図示は省略されている。固体撮像素

子１５から出力された映像信号は、アナログ／デジタル
変換回路７２でデジタル化されて、赤、緑、青の三色別
にあい異なるタイミングで映像信号メモリ７３Ｒ，７３
Ｇ，７３Ｂに一旦格納される。
【００５８】そして、三色の映像信号が各々デジタル／
アナログ変換回路７４でアナログ信号に変換されてか
ら、ビデオプロセス回路７５でエンコードされて観察画
像用モニター８０に出力され、内視鏡観察像が観察画像
用モニター８０にリアルタイムで再生表示される。
【００５９】また、デジタル入出力ポート７９を経由し
てコンピュータ４０側から送られてくる先端部本体４の
位置情報も、デジタル／アナログ変換回路７４からビデ
オプロセス回路７５を経由して観察画像用モニター８０
に表示されるようになっている。
【００６０】図５は、そのような画面の一例を示してお
り、内視鏡観察像８０ａと先端部本体４の位置情報
（Ｘ，Ｙ，Ｚ座標）８０ｂとが同時に観察画像用モニタ
ー８０に表示される。また、タイマーカウント値８０ｃ
も同時に表示される。
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【００６１】図４に戻って、ビデオプロセッサ７０に
は、ビデオプロセッサ７０内の動作全般の制御を司る中
央演算装置７６（ＣＰＵ）が配置されていて、その入力
端子には、フロントパネル７７や外部入力装置（例えば
キーボード等）１００の出力端等が接続されている。
【００６２】また、コンピュータ４０との間で信号をや
りとりするようにビデオプロセッサ７０に配置されたデ
ジタル入出力ポート７９には、中央演算装置７６の入出
力端子の他、電子内視鏡の操作部２に配置された手動ス
イッチ１７の出力端等が接続されている。
【００６３】コンピュータ４０は、内蔵されたローカル
バス４１によって中央演算装置４２（ＣＰＵ）やメモリ
４３の間が接続されていて、光信号入出力装置３０の信
号出力端や、ビデオプロセッサ７０のデジタル入出力ポ
ート７９と接続されたデジタル入出力ポート４４等もロ
ーカルバス４１に接続されている。
【００６４】なお、エンコーダ６０の出力端はコンピュ
ータ４０のデジタル入出力ポート４４に接続されてお
り、挿入部可撓管１の屈曲状態を表示するための表示信
号が、ローカルバス４１に接続されたビデオカード４５
からサブモニター４９に出力される。
【００６５】また、ビデオプロセッサ７０の映像信号メ
モリ７３Ｒ，７３Ｇ，７３Ｂの出力をシリアルデジタル
データとしてコンピュータ４０側に伝送するように、ビ
デオプロセッサ７０とコンピュータ４０にはそれぞれシ
リアルデジタルインターフェース７８，４６が配置され
ていて、伝送ロスの少ない高品位なデジタル映像信号の
伝送が行われ、コンピュータ４０側に取り込まれた映像
信号が、例えばハードディスクデバイス等からなるスト
レージデバイス４７に格納、保存される。
【００６６】図６は、そのようなストレージデバイス４
７の画像ファイル構成を例示しており、ビデオプロセッ
サ７０側から取り込まれた内視鏡観察像の映像信号等の
画像データが画像データ格納部４７ａに格納され、その
第１ヘッダ部４７ｂに、先端部本体４の位置情報（即
ち、Ｘ，Ｙ，Ｚの各座標）が格納される。
【００６７】このような位置情報の格納は、内視鏡観察
像の各フレーム毎に行ってもよく、或いは適宜の周期を
指定して複数の内視鏡観察像のうちの一つに対して行っ
てもよい。その結果、内視鏡検査が終わった後で内視鏡
観察像を検討する際に、ストレージデバイス４７から内
視鏡観察像と共に先端部本体４の位置情報を読み出すこ
とができるので、その内視鏡観察像が得られた位置を容
易に特定することができる。
【００６８】また、図６に示されるように、ストレージ
デバイス４７の第２ヘッダ部４７ｃには、使用されてい
る電子内視鏡の種類（スコープ名）とタイマーカウント
値等が付箋情報として格納される。そのような付箋情報
の格納は、例えば操作部２に設けられた手動スイッチ１
７を押すことにより行われるようにすればよい。
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【００６９】このようにして、内視鏡観察像の映像信号
と、その映像信号が得られた時の先端部本体４の位置情
報とが組み合わせられてストレージデバイス４７に記
憶、保存され、後日になって同じ患者が再び内視鏡検査
を受ける際には、例えば図７に示されるように、過去の
データの中で重要な内視鏡観察像Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈを選択
してストレージデバイス４７から読み出し、サムネイル
画像としてサブモニター４９に表示することができる。
【００７０】また、その患者に対する新たな内視鏡検査
の最中には、例えば図１に示されるように、観察窓１１
を通してリアルタイムで得られるその患者の現在の内視
鏡観察像Ａと並んで、ストレージデバイス４７に保存さ
れている過去の内視鏡観察像の中から、先端部本体４の
位置が現在の内視鏡観察像と最も近い位置の一つ又は複
数の内視鏡観察像Ｂ，Ｃ，Ｄがストレージデバイス４７
から読み出されてサブモニター４９に表示される。
【００７１】また、挿入部可撓管１の挿入深さ（即ち挿
入部案内部材５０に対する先端部本体４の通過長）を示
すプログレスバーＰがサブモニター４９の左端寄りの位
置に表示される。
【００７２】そのようにして表示される過去の内視鏡観
察像は、先端部本体４の位置が新旧の内視鏡観察像の間
で相違しないように選択されたものなので、現在の先端
部本体４が移動すれば、それに合わせて、サブモニター
４９に表示される過去の内視鏡観察像Ｂ，Ｃ，Ｄが変わ
っていく。
【００７３】図２及び図３は、上述のようにして同じ位
置の新旧の内視鏡観察像をサブモニター４９に表示する
ためのコンピュータ４０のソフトウェアの内容を略示す
るフロー図である。なお、処理のスタート時点では、サ
ブモニター４９に挿入部可撓管１の挿入状態が表示され
たノーマル表示モードになっている。
【００７４】ここでは、先ず、エンコーダ６０における
挿入部可撓管１の挿入長Ｌと回転角度φのカウント値の
エンコーダ６０からの入力を繰り返し（Ｓ２１、Ｓ２
２）、挿入長Ｌが初期値Ｌ０と比較して一定の長さΔＬ
だけ進んだら、Ｌ０＝Ｌにして先の処理に進む（Ｓ２
３）。
【００７５】そして、先に説明した算出方法によって先
端部本体４の位置座標を算出して（Ｓ２４）、映像デー
タをビデオプロセッサ７０側から取り込み（Ｓ２５）、
内視鏡観察像データと先端部本体４の位置データとを対
にしてストレージデバイス４７に記憶、保存する（Ｓ２
６）。
【００７６】そして、図５に示されるように、観察画像
用モニター８０に内視鏡観察像と共に先端部本体４の位
置情報とタイマー情報を表示させ（Ｓ２７）、ノーマル
表示モードの場合はそのままＳ２１に戻る（Ｓ２８）。
【００７７】Ｓ２８において、新旧の内視鏡観察像を比
較表示する比較表示モードの場合は、比較表示処理を行
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ってからＳ２１に戻る（Ｓ２９）。なお、表示モードの
切り換えは、コンピュータ４０に接続されたキーボード
４８等によって行う。
【００７８】Ｓ２９の比較表示処理においては、図３に
示されるように、現在の内視鏡観察像Ａをサブモニター
４９の中央位置に表示し、同時に、挿入長Ｌをプログレ
スバーＰに表示する（Ｓ２９１）。
【００７９】そして、ストレージデバイス４７に格納さ
れている履歴データから画像ファイルを呼び出し、先端
位置（即ち先端部本体４の位置）が現在の先端位置に最
も近い例えば三枚の履歴画像Ｂ，Ｃ，Ｄを選択して、そ
のサムネイルを、図１に示されるようにサブモニター４
９の右寄りの位置に並べて表示し（Ｓ２９２）、それら
についての挿入長ＬをプログレスバーＰに矢印で表示し
て終了する（Ｓ２９３）。
【００８０】このようにして、観察窓１１を通してリア
ルタイムで表示される現在の内視鏡観察像と共に、その
患者の過去の記録の中から、現在の内視鏡観察像と最も
近い位置で得られた過去の内視鏡観察像が表示される。
そして、表示される過去の内視鏡観察像は現在の内視鏡
観察位置の移動に連動して入れ代わる。
【００８１】したがって、同じ人が内視鏡検査を複数回
受ける際に、体内の同じ位置の状態が前回と比較してど
のように変化しているかを容易に確認して、高レベルの
診断を行うことができる。
【００８２】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えば、現在の内視鏡監察像と共に表示さ
れる過去の内視鏡観察像は一枚でも複数でもよく、観察
画像用モニター８０又はその他のモニターに表示しても
差し支えない。
【００８３】また、履歴データの保存は、コンピュータ
４０のストレージデバイス４７から一旦レセプト用コン
ピュータ等に移しておき、使用時に再びコンピュータ４
０に呼び戻して使用するようにしてもよい。
【００８４】また、保存データ量は増えるが、履歴デー
タを保存するときに挿入部可撓管１の各曲がり検出部２
２における位置データ等を全て記憶保存しておいて、履
歴データを呼び出すときに内視鏡挿入部の挿入形状を表
示するようにしてもよい。
【００８５】
【発明の効果】本発明によれば、曲げられた角度の大き
さに対応して光の伝達量が変化する曲がり検出部が形成
された複数のフレキシブルな曲がり検出用光ファイバー
の各曲がり検出部を挿入部可撓管に分散配置して、複数
の曲がり検出部から得られる検出値に基づいて挿入部可
撓管の先端の位置が検出されるので、体内に挿入された
挿入部可撓管の先端の位置を放射線被爆なしに検出して
それを記憶、保存することができ、さらに、観察窓を通
して表示される現在の内視鏡観察像と共に、その時の挿
入部可撓管の先端位置と比較して最も近い位置において
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得られた過去の内視鏡観察像が表示されるので、後日に
なって同じ人が再び内視鏡検査を受ける際に、体内の同
じ位置の状態が前回と比較してどのように変化している
かを容易に確認して高レベルの診断を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例のサブモニター画面の表示状態
を示す略示図である。
【図２】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェア
の内容を略示するフロー図である。
【図３】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェア
の内容を略示するフロー図である。
【図４】本発明の実施例の可撓性電子内視鏡装置の回路
構成を略示するブロック図である。
【図５】本発明の実施例の観察画像用モニターの表示状
態を示す略示図である。
【図６】本発明の実施例のストレージデバイスの画像フ
ァイルの構成を示す略示図である。
【図７】本発明の実施例のサブモニター画面の略示図で
ある。
【図８】本発明の実施例の可撓性電子内視鏡装置の全体
構成の略示図である。
【図９】本発明の実施例の挿入部案内部材の正面断面略
示図である。
【図１０】本発明の実施例の可撓性電子内視鏡装置の挿
入部可撓管の先端付近の斜視図である。
【図１１】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光
ファイバーの曲がり検出部の略示断面図である。
【図１２】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光
ファイバーの曲がり検出部が屈曲した状態の略示断面図
である。
【図１３】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光
ファイバーの曲がり検出部が逆方向に屈曲した状態の略
示断面図である。
【図１４】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光
ファイバーによる三次元の屈曲状態検出の原理を説明す
るための略示図である。
【図１５】本発明の実施例の曲がり検出用光ファイバー
が取り付けられた帯状部材の平面図である。
【図１６】本発明の実施例の光信号入出力装置の回路図
である。
【図１７】本発明の実施例の可撓性電子内視鏡装置の使
用状態の全体構成を示す略示図である。
【図１８】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェ
アの内容を略示するフロー図である。
【図１９】本発明の実施例の挿入部可撓管の先端位置を
算出するため座標図である。
【図２０】本発明の実施例の挿入部可撓管の先端位置を
算出するため座標図である。
【図２１】本発明の実施例の挿入部可撓管の先端位置を
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算出するため座標図である。
【符号の説明】
１  挿入部可撓管
４  先端部本体
１１  観察窓
２０  帯状部材
２１，２１′  曲がり検出用光ファイバー
２２，２２′  曲がり検出部
４０  コンピュータ
４７  ストレージデバイス（組み合わせ記憶保存手段
）
４９  サブモニター *
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*５０  挿入部案内部材
６０  エンコーダ
７０  ビデオプロセッサ
８０  観察画像用モニター
８０ａ  内視鏡観察像
８０ｂ  先端位置情報
Ａ  現在の内視鏡観察像
Ｂ，Ｃ，Ｄ  過去の内視鏡観察像
Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ  過去の内視鏡観察像
Ｐ  プログレスバー

【図１】 【図２】

【図３】

【図９】 【図１１】
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【図４】

【図５】 【図６】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(10) 特開２００３－９３３２６

【図７】 【図８】

【図１０】 【図１７】
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【図１５】

【図１６】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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